
千葉県における地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定に係る 

生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準 

 

（目的） 

第１条 この基準は、地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）（以下「施行

規則」という。）第１２条の２の４第１項の規定に基づき、知事が行う地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）（以下「施行令」という。）第１６７条の２第１項第３

号の規定による認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設との随意契約に際し、当該施設

において製作された物品の買い入れ又は役務の提供を受けることが生活困窮者自立支援

法（平成２５年法律第１０５号）（以下「法」という。）第３条第１項に規定する生活

困窮者（以下「生活困窮者」という。）の自立の促進に資することを認定するため、必

要な事項を規定することを目的とする。 

 

（認定基準） 

第２条 知事は、施行令第１６７条の２第１項第３号の規定による認定を受けようとする

者（以下「申請者」という。）が次の各号のいずれにも該当する場合は、生活困窮者の

自立の促進に資するものとして、同号の規定により認定する。 

（１）法第１６条第１項に規定する生活困窮者就労訓練事業（以下「生活困窮者就労訓練

事業」という。）の実施事業所として、知事又は県内の指定都市若しくは中核市の長か

ら同項に規定する認定を受けていること。 

（２）生活困窮者の就労機会の確保等の活動、事業を実践していること。 

（３）生活困窮者就労訓練事業の実施に際し、千葉県に生活の本拠を有する生活困窮者を

受け入れること。 

（４）適切な業務遂行能力を有すること。 

（５）法令違反等、事業者の認定にふさわしくない事実がないこと。 

（６）公序良俗に反する事業を行っていないこと。 

（７）税を滞納していないこと。 

（８）その他、県が必要と認めた指導に従うこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業務

を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実

質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限

を有する者をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、

知事の認定を受けることができない。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

（２）次のいずれかに該当する行為（ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の



履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反

復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 

イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を

知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、

暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若し

くは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方

（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、

当該契約を締結する行為 

（３）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

 

（認定の申請） 

第３条 申請者は、認定申請書（様式第１号）に、誓約書（様式第２号）及び必要な書類

を添えて知事に提出しなければならない。 

 

（認定） 

第４条 知事は、前条の規定による認定申請書の提出があったときは、施行規則第１２条

の２の４第３項の規定に基づき、２人以上の学識経験を有する者の意見を聴いた上で、

第２条の認定基準に基づき認定の可否を決定するものとする。 

２ 知事は、前項の規定に基づき認定をしたときは認定通知書（様式第３号）により、認

定しないこととしたときは不認定通知書（様式第４号）により、速やかに当該申請者に

通知するものとする。 

 

（実態調査） 

第５条 知事は、第２条の規定に該当することを確認するために必要があると認めたとき

は、当該申請者を訪問し、現場の確認、聴き取り等の実態調査を行うことができる。 

 

（認定事業所の公表） 

第６条 知事は、第４条第１項の認定を受けた者について名簿を作成し、公表するものと

する。 

 

（認定事項の変更） 

第７条 第４条第１項の認定を受けた者は、認定事項に変更が生じたときは、速やかに認

定事項変更等届（様式第５号）を知事に届け出なければならない。 



 

（認定の辞退） 

第８条 第４条第１項の認定を受けた者は、認定を辞退するときは、認定辞退届（様式第

６号）を知事に届け出なければならない。 

 

（認定の取消し） 

第９条 知事は、第４条第１項の認定を受けた者が次のいずれかに該当すると判断したと

きは、認定を取り消すことができる。 

（１）生活困窮者就労訓練事業の認定を辞退したとき又は取消されたとき。 

（２）営業を廃止又は休止したとき。 

（３）第２条第１項各号に規定する認定基準に該当しなくなったとき。 

（４）第２条第２項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

（５）申請内容又は添付書類の記載事項を故意に偽ったとき。 

（６）契約の履行にあたり、不誠実又は不正な行為があったとき。 

（７）他の認定事業者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げたとき。 

（８）事業の実施に際し、法律上必要とする資格を有しなくなったとき。 

（９）正当な理由なく、契約を履行しなかったとき。 

（10）前各号に掲げるもののほか、事業者の認定にふさわしくないと知事が認めたとき。 

２ 知事は、前項の規定に基づき、認定を取消すこととしたときは、速やかに認定取消通

知書（様式第７号）により通知するとともに、その旨を公表するものとする。 

 

（報告） 

第１０条 第４条第１項の認定を受けた者は、知事から報告の求めがあったときは、速や

かに報告をしなければならない。 

 

（事務） 

第１１条 この基準に関する事務は、千葉県健康福祉部健康福祉指導課において実施する。 

 

（その他） 

第１２条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この基準は、令和３年１０月１５日から施行する。 


